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第 1章 政務調査費交付制度の概要

1 政務調査費の趣旨

政務調査費は､｢地方fll治法｣及び ｢阿山県議会の政務調査費の交付に関す

る条例｣に基づき､岡山,県議会議員が行う調査研究に資するために必要な経費

の 一部として交付されるものである｡

よって､交付された政務調査室削ま､胴衣研究活動に要する経費に対し､適切

に充当されるべきものである｡

2 交付制度の根拠規程

(1)地方自治法 (昭和 22年法律第 67汚)第 100条

(2)軌 Il県議会の政務調査費の交付に関する条例

(平成 13年桐山県条例第 435チ)

(3)岡山県議会の政務調査費の交付に関する規程

(平成 13年岡山現議会肯示第 11[チ)

(4)剛 Ll県議会の政務調査費収支報缶苦等の閲覧に関する要綱

(平成 13年岡山県議会告示第 2Eを)

3 交付制度の概要

交 付 対 象 議員の職にあ々

交 付 額 月の初Hに在耳

交 付 方 法 原則四半期jLi-

使 途 使途基準に従-(条例第7条､

整 理 保 管

収支報告書の提出

収 支 報 告 書 に

添付を要する書類

(条例第2条)

哉する議員に対し月額35力rlj

(条例第6条)

って使用しなければならない

規程第4条)

(条例第3条)

製し支出内容を明確にするとともに､これらの

Elを鷹豆を5年間保存しなければならない (規程第7条)

収支報ぐ,A鳶 を､議長に堤頂しなければならない(条例第8条)

1件当たりの金額が 1万円を超えるものに係る領収F壬を等の

写し (条例第8条)
ーWー寧 璽 塾



調査費の返還

報告書の閲覧

ラ

交付を受けた額に残余が/トじた場合､知事は返還を命ずるこ

とができる (条例第 10条)

誰でも収支報告.I;この閲覧を請求することができる

(条例窮11条)

4 政務調査活動の内容

政務調査活動とは､次のものをいうO

(1)県政の ･般課題､議会審議案件､県の事務及び行財政全般にわたることはつ

いて行う凋査研究活動及び情報収集活動

(2)政治家､行政関係者又は民間団体等と行う意見交換及びそれらの者からの情

報収集活動

(3)住民からの要望及び意見の聴取並びに住民との意見交換

(4)住民に対して行う広報活動

5 政務調査費に充当する際の基本的な考え方

(1)実費弁償の原則

政務調査費に充当する額は､会計帳簿等の証拠.E享鷹真により､その支iHtが確

認できるもので､調査研究活動に実際に要した経費 (実費)とするという原

則Oただし､その額は､社会通念 卜妥当な範囲のものとする｡

(2)按分充当の原則

議員活動は､政党活動､選挙活動､後援会活動等と 一体的になされること

も多く､明確に分離できない場合もあることから､そういった場合には､実
態に合わせた適切な業務割合で按分し､按分した額をもって政務調査費に充
当すべきという原則 C

(3)説明責任の原則

議鄭 ま､政務調査費の支抑 こついて､会計帳簿を調整し､その内訳を明確

にするとともに､ 調査活動の内容を説明する責任があるという原則O



6 政務調査費の充当が不適当な例

日 )政党活動への支出

･党大会への抑 rtfF,;

･党大会賛助金､党大会参加費､党大会参加旅費等

･政党活動､県連活動､党費

･政党の広報紙､パンフレット､ビラ等の印刷 ･発送料

･枚党組織の事務所の設置 ･維持経費 (人件費を含む)

･会派の役葺き経費

(2)選挙活動への支出

･選挙運動及び選挙活動にllitする経費

･衆 ･参議院議をま､都道府県議会議員､知事､市町村長 ･議員などの選挙に当

たっての各種団体への支援依頼活動､選挙ビラ作成

(3)後援会活動への支出

･後援会活動のための経費

･後援会の広報紙､パンフレット､ビラ等の仁閥lj･発送料

･後援会事跡 軒の設置 ･維持経費 (人件費を含む)

･後援会_主三催の ｢報肯会等j の開催経費

(4)弘的経費への支出

･慶弔鰻別費等 (病気見舞い､香典､祝金､緯別､寸志､中)己､歳暮等の費用､

塵弔電報､年賀状の購入又はに閥Ej費等の経費)

･冠婚葬祭の出席 (祝賀会､葬儀､結婚式､祭り等)

･宗教活動 (檀家総代会､報恩講､宮参り等)

･観光､レクりエ-ション､私的用務等による旅行

･親睦会､レクリエ-ション等のための軽費

･議員個^の私的t川勺のために使用する経費

･個人の＼1工場で加入している団体などに対する会費等

(例)町内会費､公民館費､壮年会費､PTA会費､婦人会費､スポーツク

ラブ会費､繭_｢二会費､同窓会費､老人クラブ費､ライオンズクラブ会

費､ロータリ-クラブ会費､その他議員個人に本来帰属する会費

(5)その他適当でない経費

･挨拶､会食やテ-ブカットだけのHu.ii,I

(例)① JA､漁協､土地改良区､森林組合の総会及びHJ.初め式等の挨拶だ

3



けの出席

②町内会､老人クラブ､有年ET).判二年会及び婦人会の新年会等の会食

だけの帥rq,:

③起 l二式､竣 l二式等への紬 桁

･活動内容や実態が政務調査活動に寄 I才一しない団体への年会費､月会費

･議会内の親睦団体 (議£i野球 部 ､.ゴルフクラブ)の会費

･他の議員の後援会や祝賀会の会費

･宗教団体の会費

･親睦又は飲食を冒_hlI勺とする会合の会費

･意見交換会を伴わない会合の会費

･議員が他のlhT]体の役職を凍ねていて､その匝卜体の理事会､役員会及び総会の

伸 酎こ変する経費

･事務所やE'l勘iJTIの購入及び維持 ･修f削こ 'lltする経費

･社会通念 ヒ妥当性を超える経費

･公職選挙法等の法令の制限に抵触する経費

(公職選挙法第 199条の2 [公職の候補者等の寄付禁止]等)

･調査研究活動にi鋸真必要としない物品の購入等に要する経費

(冷蔵庫､美術品､衣服等)



第 2章 項目別使途基準

1 調査研究費

議員が行う県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に斐

する経費 (調査委託料､交通費､宿泊費等)

NNMm蒜 1

r釧勾外の視察経費に政務調査費を充てることができるO

領収r馴こよる実費を原則とし､その額及び内容は社会通念 L

許容されるものであること｡

政務調査活動の期間内にその他の用務を含む場合には､明確

…に区分することG

議会活動として別途旅費等が支給される場合は､範複 して政

務調食費を充当することはできないDただし､議会活動と連続

して政務,弼凌活動を実施する場合には､議会活動部分と政務調

査活動部分の区別を明らかにして､その内容を明確にする｡

上限額は､｢紬 Ll県議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に

関する条例｣を準用し､甲地方14,800flj､乙地方 13,

30O円とするC特別なfi上川†によりこの [二限額を超える場合

は､証拠一手;i類にその王事掴 iを記載するO

(カソリン代) 政務調沓活動は､議員個々によって異なっているため､按分

比率を 一律に示すことは困難であり､個々の議員の判断によら

ざるを得ないが､それぞれの業務の従事割合に応じて合坪的に

説明nJH巨な範囲で､個々の議妄互において按分比率の積算機拠を

明確にしておく必要があるc

L算出方法]

個々の議員が活動実績に応 じて見出した適切な按分比率に

より､算出するOその按分の 1二眼を1/2とする｡

′好彪■務冴密好厨にff彪矛を鮒 する一好倉の曹ノ好と-iTjf/LHで

きるのば,ガ ソ/ノン経度乙曙一種遊酵虚存:揮夢の安産のみ T適

都 章節 鰭 へのxt/!]/ぼでき/ない D



』 』 ■ 劇

(タクシー代) タクシ-を利用する合矧71勺な矧圭Jがある場合 (例えば､他に

利用できる公共交通機関がないか､運行本数が少ない場合等)

に充当できるものとするC

該当団体の活動内容や実態が調査研究活動に適うものであ

ることOあくまでも実質的な意見交換が中心であることO

(会派の会費) 会派の会費は､｢調査研究費 ｣ の項目に-一括計ヒするO会計
帳簿等には､｢○○会派調査研究費 **=｣と記載する｡

会派においては､領収吾のほかに､政務調査費の使途基準に

準じて､項目別に分類した決算吾を作成し､各議員に通知するC

意見交換を目的とした会合に付随する懇談会であって､会費

の額が明確に定められており､その金額､参加者､実施形態､

開催場所等が社会通念上相当な範囲のものである限り､充当す

ることができるc l二眼額は5千円とするO

調査委託料 政務調勧 告動業務を委託した場合は､報缶tまき等の成果物を整

理､保管すること｡

2 研修費

団体等が開催する研修会､講演会等への議員及び議員の雇用する秘書等の参

加に姿する経費 (会費､交通費､宿泊費等)



3 会議費

議員が行う地域住民の県政に関する変望､意見を吸収するための各種会議に

紫する経費 (会場借 卜料､機材借 棋寸､資料｢閥掴賢等)

4 資料作成費

議員が議会審議に必斐な資料を作成するために要する経費

(印刷製本費､原稿料等)

5 資料購入費

議員が行う調査研究のために必柴な図.1を;､資料等の購入に柴する経費 (Iiを籍

購入費､新聞雑誌購読料等)

細事項
暮lri籍等 調査研究に資するものであれば､さき籍､ヒテオ､

るが､朋夜研究との関連性が 十分に,掛少J

できるものとする｡

証拠.Jを暦㌢等に､1圭を籍等の題名を記載する｡

原則として各紙 1部とするが､切抜き川又は保存用等を含め

て､最大2部までとする｡



6 広報費

議員が行う議会捕動及び県政に関する政策等の広報活動に要する経費 (広報

紙 .報与里 1.-1等印刷費､送料､交通費等)

印刷費･送料 政務調査活動以外の内容が含まれている場合は､印刷費､送

料とも､紙面の割合等により適切な割合で按分することo

広報活動は､住民の意見を議会活動に反映させることを基本

とするので､意見の連絡先を明記するO

ホ--ムペ-ジの作成費､管Eri!費､プロバイダ-料､Fii瞳琵使用

料等への支川はIl用巨だが､政務調査活動以外の内容が含まれて

いる場合は､その割合等により適切な割合で按分することO

意見の連絡先等を明記するC

｢調資研究費｣欄を参照

7 事務所費

議員が行う調査研究活動のために必蟹な事務所の設置及び管朋をに姿する経

費 (事務所の借 L料､管理運営費等)

事務所の資件

使途基準

事務所費を支川できる ｢事務所｣の要件

①政務調査活動が実際にそこで行われているC

②外見 上二､事務所として認識できる形態を有しているO

(例 :看板､表′六､ポスト)

③事務所としての機能を有しているo

(例 :事務スペース､事務用品)

④連絡機能が整っていることo(例 :連絡要員)



[三 重 :]=
賃貸借契約 等 E ①原則として議員個人が契約 主三体となり

成されていること｡

②後援会事跡 軒や政党支部事務所等との共作jの場合は､ rlJrbL巨

な限り賃を紺を契約､ガス､水道､電気､電話等の契約を分

離することが望ましい｡

③後援会名義等で賃借し､後援会等業務に使用している事務

所を､政務調査活動にも使用する場合､政務調査活動を行

う事務所どF･Ij断できれば充当HJ能とするが､毎年度当初に

議員と後援会等との間で､使用契約諮､覚lfを又は協定書等

の形で明記しておき､それに基づいて支川することo

その場合は､後援会等からの請求.埠･領収.賢のほか､全体

額が明らかになる書類を整える必要があるC

取得 .修繕等 事務所として使用する不動

等環境整備への支出はできな

商 等 名義に関わらず､自宅の域

また､その他自己所有物件に

いO光熱水費は､家族用と契

するC

親族所有物件 2親等以内の親族 (配偶者

の惜し料 が所有する物件の賃借料へ0:

物件の借上料 ただし､次の点に留意する

①賃貸借契約書が作成され

拠書類が発行されるなど

②法人の会計処理上､収入

れているO

按分 当該事務所が､調査研究子

∃は､別表 ｢按分方法 ｣により

お産の取得､建築 】二事､修繕､清掃

賃借料の支㌔HはできないC

賃借料の支出はできな

按分により支出

｣ついても､

契約を分離するか､

又は/最十を

の支lEIJJはできないC

H座振込や領収tまき等
'適切な処flt!jJミされているO

して計上され適切な処理が

古動以外にも使用されている

警 竺 竺竺ヒ 空 相 るo 喜喜



8 事務費

議員が行 う調査研究に係る事務遂行に要する経費 (事務用品 ･備品購入韓､

通イ詔萱等)

組事項 使途基準

物品の購入 政務調査活動に匿接必要な備品 .消耗品は､購入すノ

できるO高額な備品 (取得価格 10万円以 j二)の購入

萱とするが､パソコン､印刷機､FAX 等で政務調頚活至て特に有川な備品は~E朋巨とするe※frt動砕[の購入は認められない○｢調査研究費｣欄弓

事 務 機 器 の リース 政務調 査活動にL鋸姦必要な事務機器の リース料は､二ることとするO

※自動車 リースは認められないO｢調査研究費｣欄弓

雇呑 電話､事務用晶等物品が調査研究活動以外にも使月-

9 人件費

議員が行 う調査研究を補助する職員をi離 村する経費 (給料､手当､社会保険

料,賃金等)

(参考)特定の業務に係る経費は､該当する項Hに計 Lしても差 し支えない｡

例) アンケ- ト,洞餐業務 - 調査研究費

会場設営業務 - 会議費

広報紙等発送業務､広報紙編空尉f'1j作業務 - 広報費

証拠 暮まき磯亘の整 上臥 会計帳簿等作成業務 W, 事務費
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(別表) 按分方法 (事務所費 ･事務費 ･人件費)

事務所費等の按分に当たっては､政務一対斜 石動とその他の活動の活動実績(事跡 ITr

琵イ騨 トにあっては面積等)に応 じて按分することを原則とするが､ ド表により均等に

按分することもできるものとする｡

<他業務と兼ねる場合の政務調査費充当の割合>

調査研究活動∃+後援会活動 1/2≡ 1/2 巨 2 巨 2

調査研究活動+後援会活動十枚党活動 【≡ 1/:∃ ･1/3 巨 3 1/3

ら卜設置['i宅等 に LS芸研究活動 書 何 1/2 全額(1/2) 全額(専任)

淵査研究活動+後援会活動 不rjJ .1/4 ‖ 三,,53, ' 1/ 2

<表の考え方>

①活動内容 (人件費は業務内容)ごとに均等に按分することを基本とする｡なお､表

中の活動内容の組合せは例示であるG

②事務所の賃借料は､鉦もその他翫ユ所有物件､2親等以内の親族 (配偶者を含む)

や生計を ･にする親族が所有する物件の場合は､充当できない｡

③事務所の光熱水費等で鉦宅等の経費と分離できない場合は､私的部分を 1/2,議

員全体の活動を1/2とし､さらに議員活動の内容ごとに均等に按分するo

④事務費のうち竃,捌 斗等で腔己等の経費と分所できない場合は､光熱水費等とド利美に

按分 (表中の括弧書きを適用)するO

⑤電話料等以外の事務費及び人件費は､事務所の設置形態に関わらずPTjじ割合となる0
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第 3章 政務調査費の手続きに係る事務

1 交付の方法

(1)交付対象

政務調査費は､各月の初日に.誇録互である酎こ対して交付される｡

月の初日において､議員の任期満 J′､辞職､失職､死亡若しくは除草,又は議
会の解散により議員でなくなった場合は､交付されない｡

(2)交付決定

議長は､政務調査費の交付を受ける議員について､毎年度4月5日までに､

知事に通知 (異動があった場合には､その都度)することとし､これを受けて

知事は､速やかに政務調査費の交付決定 (年間額)を行い､議員に通知する｡

(3)交付額及び請求

政務調査費の額は､月額35万 円となっており､議員は軽四半期の最初の月

(4月､7月,10月､1月)の 10日までに､様式 (様式第3,[3･)により当該

四半･期に揺する月数分の政務調査費 (105)汁 j)を､知事に請求するものとす

る｡

ただし､ -の四半期の途中に議員の任期が終了する場合は､任期満 ruが属す

る月までのJj数分を請求するものとするo

当該請求に基づき､知事は速やかに議員に交付する｡

(4)交付時期

知事は､f二記 (3)の請求を受けた後は､速やかに政務調奈費を交付するC

政務調査費を議員の指定する金融機関の=座に振込むにあたっては､あらか

じめ､当該振込に係る金融機関名､=座種別及び番妄‡等を議会事掛 新二届けELl与

ることとしているCなお､変史等がなければ､その後の連絡は不Filtである｡

12



(5)年度の途中で議員でなくなった場合

政務調庶費が交付されるべき日数分として､改めて変更交付決定が行われる｡

なお､既に交1､ほ れている政務調査費に過渡しがある場合には､これを返納

することとなるQ

(6)年度の途中で議員となった場合

議長からの通知により､知事は速やかに政梼調査費の交付決定 (年間額)杏

行い､議員に通知する｡議員は､議員となった月の属するL)_q判明分の政務調食

費を次の例により､知勘 こ請求するOその後の四半期分の交付については､通

常の場合の交付方法とぎlT=j様となるo

13



2 証拠書類等の整理保管

岡山県議会の政務調査費の交付に関する規程 (抜粋)

(証拠,当機蓬等の整授保管)

第7条 議闘 ま､政務調査窒蟹の支川.について､会計帳簿を調整し､その内

訳を明確にするとともに､証拠rlを類等を整理保管し､これらの ,壬を登楼 当
該政務調査費の収支報缶E賢等を提日け べき期間の末日の翌【用､ら起算

してiT-.年を経過する[ほ で保存しなければならないC

議員は､すべての支出について会計帳簿に記載し､その3hEHに係る領収Il77-等及

び支払証明F壬芋を収支報舘,1㌢の提tLH期限の翌日から起算 して5年を経過するtlま

で保管しなければならないG

その他､会計帳簿､領収tl吉1･等､支払甜粧 lをと併せて整理保管する証拠Ii撒i等に

は､支川内容や活動実態が判るtl掩享として次のものが考えられる｡

(全般)

① 領収,賢等

② 支払証明Flぎ

③ 会計帳簿 (出納簿) - ･参考様式 1-1川 間),1-2(年間集計)
④ 預金通帳

(湘密研究費等)

⑤ 視察幸腔,--.まを､活動記録 - ,参考様式2

⑥ 視察行程表

⑦ 業務委託契約-1を - ･参考様式3

⑧ 委託調査成果物

⑨ 会議や研修会等の資料

(開催通知､配付資料､汁冊,;存名簿等)

(広報費)

⑬ 広報紙等の印刷物成果品

(事務所費)

⑪ 事務所賃貸借契約l蜂

(人件曹)

⑫ 雇用契約,壬き ･･･参考様式4

⑱ 賃金台帳

⑭ .ltJ.勤簿
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3 証拠書類等の取扱い

(1)証拠書類の範囲

整備する証拠苦類の範【邪ま､次によるものとする5

(ア)領収t壬を

証拠斧類の基本となるものであり､あて名､金観､支払い内容 (品名､数

量等具体的な内容が必要)､日付､発行者の住所､氏名等が明記され､第二三

都 こよる検ujlEが[朋巨であることo

(イ)領収若とFlil等のものと鬼なすことができるもの

例)Q)レシー ト

一般的に金額が少なく､通常､領収洋等を徴 Lがたい場合に発行され

るレシ- 卜は､ 証拠.壬7,.･努享に含まれるOなお､劣化により印字等が消えて

しまうレシー トはなるべくfll-<JFjこしを取るO

②H座振棒通知.壬を･利用明細告等

銀行振込やクレジットによる支払い等で領収 ,埠が発行されない場合

のこれらのt賢好きは､証拠吾輩さに含まれるO

(ウ)支払証明書

壬lj動販売機で購入した切符代､バス代､tJl動引落とし (新聞購読料等)等

で領収苦を取得できない場合は､｢支払証明芳｣により､議を蓬本人が支払い

を証明することとするO

(2)領収書等の整理

領収,lrl等はすべて整理保管するが､領収.ま7{等のみでは､当該支出が政務調査

活動に資するものであるかが判然としない場合が多いことから､｢領収.婆等整理

票｣(第25才様式又は第3をチ様式 ･第3汚様式関係貼付台紙)に貼付し､政務調

澄活動との関連が明らかになるようにt川勺や内容等を.調衣するO

鋸川又吾等整理票は､第 2を‡様式又は第3別業式のどちらを使用してもよいG

(ア)事業辛い 使途及び内容等

｢○○調査に係る鉄道賃 ･宿泊料､○○研修会参加料｣等の支出の目的を記

載するO

(イ)按分による支出がある場合

按分の割合及び按分による支出額を,j己載する｡

(ウ)按分による支川以外で経費の ･部に充当した場合

政務調食費の T,算の都合卜等から､経緯の 一部を政務調査費により充当し

た場合は､充当した政務調査費の支出額を記載する｡
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(3)支払証明書の作成

領収t哲等が取得できない場合に､支払証明1まき-(第 1明美JC)により､議長き本

人が支払いを証明するものであるo

支払証明…馴ま､使途墳日ごとに作成することとし､使途及び内容等を記載の

L､｢備考｣欄には､次のことを記載し､ijd47-及び押印するO

(ア)按分による支ILiJ.がある場合

支払総額及び按分の割合をrl封銅MるO

(∫)按分による支IHJl以外で経費の 一部に充当した場合

支払総額を,,調弦する｡

(4)会計の処理及び会計帳簿の作成

会計帳簿は､証拠t壬を類とともに適JTこな収支報缶を行う前提となるものであるO

この会計帳簿は､議長への提‡侶ま義務づけられていないが､政務調査費から支

ttル た場合は､その金額にかかわらず､すべて会計帳簿に.捌試し､整理してお

くことD

政務調査費の支出の年度については､政務調査を実施した年度で整理するこ

とを鮒もljとし､翌年度の4桝田こ必ず整圭ttl.した上で､4月30Hまでに収支報

省吾等を議長に提EIlilする必要がある｡

なお､会計帳簿の様式は,条例や規程で定めていないので､議員の管理が容

易な様式で調整して差し支えないが､領収書等と内容が 一致するとともに､与t･

体的使途や内容を明らかにしておく必要があるO

(参考様式1-1 (月間),1-2 (年間集計))

(5)事務局による整理保管状況の事前確認

議員からの申し出.に基づいて､議会事務I訓こおいて定期的又は随時に領収tlを

等の整土製保管状況の事前確認を行うことができる｡

この動き偏在認は､政務調査費の支IEH内容を確定させるものではないが､四半
期ごと又は半年経過後などを目安に､議員が調整した会計帳簿及び整 上里保管し

ている領収,重き等のtiを類について､議会事務局職員が内容を確認するものであるO
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4 収支報告書等の作成と提出

日 )収支報告書等の提出

岡山県議会の政務調査費の交付に関する条例 (抜粋)

(収支報'titE賢等)

第八条 議員は､政務調査費に係る収入及び支川の章腔.1書(以 F｢収支鈍器

苦｣というO)を､様式により当該政務調査費を支給された年度のl'17-芝年度

の四月三 日ほ でに議長に提tHLなければならないO

2 議員が､任期満了､辞職､失職､死亡若しくは除名又は議会の解散に

より議員でなくなった場合には､当該議員であった音叉はその相続人は､

前項の規定にかかわらず､議員でなくなったHの属する月までの収支報

鉦 壬をを､様式により議員でな<なった日の..Jj![ほ1ら起算して三 日l以内

に議長に提出しなければならない｡

3 前 二項の収支報告斜 二は､当該収支報告書に記載された政務調査費の

支川 (1件当たりの金額が 1万円を超えるものに限るO)に係る領収Ffを等

のノfjこし (領収.書きの写しその他の議長が定める.tき凝妻をいう｡次条におい

同じ｡)を添付しなければならないO

政務凋鐙費の使途の内容や収支の状況等を明らかにするための収支辛腔TA･苦及

び収支報うtitlilに添付して提iEH.する書類は､次のとおりであるO

(ア)収支報告若

様式 (第 8条関係)により､政務調夜費の収入額 (交付額)､支出額や 主:_

な内容及び収入額と支出額との差引額 (残余)等を記載の 卜､記名及び押印

するO

(1')収支報/lE,--.射こ添付する証拠llを類

①領収吾等

領収吾等整理票に貼付したものを複′引酎こよりコピ-したものC

ただし､収支報告.まきへの添付を要するのは､政務調査費の支lHJ.であって､

1件当たりの支川.額が 1万円を超えるものとする｡

②支払証明,I;E(原本)

ただし､収支載肯l圭享への添付を要するのは､政務調査碧蟹の支IttJ,であって､

1件当たりの支出額が 1万円を超えるものとするO
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(2)提出上の留意事項

(ア)提‡即胡限

通常は､政務調査費交付の>きま年度の4月30日までであるが,当該日が県

の休日に当たる場合は､その日以前の匿近の休日でない日となる｡辞職等の場

合の提出期限の考え方も同様であるO

(イ)議員が死亡した場令の取扱い

議員が死亡した場合には､その相続人が収支幸腔.A.,賢を作成し､ 証拠tj撒きと

併せて提出することとする｡この場合､議員の氏名の欄には､議員名を.id戟す

るとともに続けて相続人の住所及び氏名を記載し､押印する0

5 政務調査費の残余の返還

(1)残余とは

(ア)使途基準に従って行った支出の総額が､交付を受けた政務調食費の総額を ド

阿った場合の差額

(イ)領収tまき等の写しの内容から､使途基準に従わない支lLiは 判断された場合に､

この支IEHに相当する額

(ウ)領収t賢等の証拠器類が整理保管されていない支IHi(使途基準に従った支出か

どうかの判断ができないことから､残余とみなされる｡)

(2)返還方法

残余が生じた場合､議員 (議長蓬が死亡した場合には､その相続人)はこれを

知事に返還することとなるCこの場合､知事から送付される納入通知書により､

最寄りの金融機関から振り込む｡
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6 収支報告書等の閲覧

(1)非開示情報の取扱い

(ア)非開/封l絹枝の範囲
[軌IJ県議会情報公開条例第 7条に規定する ｢非開ノ雨等報｣には､次のようなも

のがあるC

①個人に関する情報 (事業を営む個人の当該事菜に関する情報を除くO)であ

って､特定の個人が識別することができるものや､識別はできないが､公に

することにより､個人の権利利益を害するおそれがあるものO

(例)･支払の相手方に関する情報

氏名､掠込先の金融機関名 I日産番を‡､仁服旨､住所､電話番柊等

･議員個人の情報

金融機関名 IIl座番汚､非公開の電話番汚､通帳やクレジットカ- ド

利用明細のうち政務凋密費の支FH以外の記載部分等

②法人その他のH体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情

報であって､公にすることにより､当該法人等又は当該事業を営む個人の競

争上又は事業運営f一の地位その他社会的な地位が損なわれると認められる

ものO

(例)･支払の相手方が法人の場合 (事業を営む個人の当該情報を含むO)

領収I等の従来員氏名 ･印影

(診会派又は議員の活動に関する情報であって､公にすることにより､当該活動

に著しい支障が/i:.ずるおそれがあると認められるものC

(留意事項)この規定の安易な運川は留意すべきである｡

(イ)マスキング (黒塗り)の考え方

l二記 (ア)①､②に該当する部分については､議会事務J‖)でマスキングを行

うo③及びその他の情報で非開′]雄与奪PRに該当するどFlj断される部分は､収支報

'lti吾等の提出時に議員が申し[1日.ることにより､議会事務局と協議を行い､マス

キングを行うこととする｡

(2)閲覧の開始時期

収支報裾 埠及び証拠Ii芋類の閲覧は､議長に収支報告 鞍等を提出すべき期間

の末日の翌日から起算して60日を経過したHの′tJ封-からすることができる

こととなっているo閲覧の開始日は､年度が終 J′した後に提出される収支報

答苦の場合､議長への提川期限FJが4J530日となるので､その翌日から起

算して60f摘薫過後の翌日である7)]1日となるC
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7 所得税法上の取扱い

政務調査費はその全額が議員としての公的湘査研究活動に必要な費用を賄 う

ために使用される仕組みとなっている｡従って政級洞森費が雑所得の収入金額に

該当するとしても､ここから調夜研究のために支目した費用を控除した収支差額

については､剰余が/妄三ずることはあり得ず (使用残額については返還義務があ

るO)､その結果､課税所得は発/圭三しないこととなる｡

-一方で､確定中吉をしなくても､税務署は税務調度権を有しており､税務調査

があった場合に､適切に対応するためにも､会計帳簿や支Elll.に関する証拠港類等

を適正三に整理保存しておく必変がある｡
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第4章 様式集

政務調査費請求一壬を (様式第3汚)- - - ･- ･･･ 23
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様式第3号 (第3条関係)

岡山県知事 殿

氏名

年 月 日

㊥

年度政務調査費請求書

岡山県議会の政務調査費の交付に関する条例 (平成 13年岡山県条例第43号)第6

条第 1項の規定により,次のとおり政務調査費を請求します｡

金 円

ただし, 年 月分～ 年 月分

23



様式第 3号 (第3条関係)

質感2才年 4月 〔つ日

岡山県知事 ○ ○ 0 (フ 殿

氏名 ⊂)C)くつ 亡ブ ㊥

蕃好21年度政務調査葉請求書ぐ甜 紛

岡山県議会の政務調査費の交付に関する条例 (平成 13年岡山県条例第43号)第6

条第 1項の規定により,次のとおり政務調査費を請求します｡

会 す,i)IてL7,LフL7(.7 円

ただし,華感2i年 4月分～ 華感27年 6月分
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様式 (第8条関係)

年度政務調査費収支報告書

岡山県議会議長 殿

政務調査費

年 月

(注)備考欄には､主たる支出の内訳を記載すること

3 残余

円

25

日



様式 (第8条関係)

乎威0(:年度政務調査費収支報告書く記鮒 >

岡山県議会議長 (つ (フ(つ (つ 殿

氏名 ⊂)(フくつ C) ㊥

政務調査票L 200,000 円 済孝櫛にば､貨な丘忍の府潔を

2 支出 甜 ㌻a c

t (単位 ‥円)

科 目 支 出 額 備 考

｣ 調査研究費 喜 322,700E 慧 露粁 266Zi,25gSFg,7

研 修 費 478,900j 3tMB%A棚 265000H7385;80ノ甲

会 議 費 743,400 会場膚上# 457,500ノ甲余慶資棚 262,5100ノ甲 を

資料作成費 】 735,230書虜倉暴露資棚 曹84,0ccFF/r卓〟.搾威曹 510,0ccノ甲

資料購入費 420,694 rき=:.::--.- y IJy-.穿題辞ス屠 778,000ノ甲

広 報 費 274,076 働 曹 775;5100ノ甲広縦 # 90,0001甲

事 務 所 費 452,700 夢獅 上# 360,000Fg度 叡曹 8400Cfg ー

事 務 費 263,500 節 .FAX虚底曹 77I,800FF事務舶 腰ス犀 97,7汐0ノ甲

≡ 人 件 費i 7,200,000 7ル/TイF.賞金 7,200,0ccノ甲

(注)備考欄には､主たる支出の内訳を記載すること

3 残余

28,800 円 か 一八一W この愛静を慮紳F最
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第 2号様式

領収書等整理票

27



第 2号様式

領収書等整理票<記載昏覗>

整 理 番 号 i l 支払年朋 ∃- 2絹 .絹 gg日

使 途 項 目欄垂垂 紬費-鼓鷲｣筆聖警 告 資料購入費

(該当に○をする) 広報費 事務所費 事務費 人件費 庶題夢5=L'と/=携成

領収書等貼付欄

度盛腰腰縄 夢殿銀 盤鉱産静 tL職 歴紺 彦彪好L,ノ空腸倉拶宮野

□ □ □ 銀 行

l お取引内容 l 店番号 戸 お取引日

i ///
取扱番号 お取扱金種 l 硬玉疹首

t.349 .;9万円Foo5i円仁 / /r¥600 , 慧 讐 禦 .警 密

09:l5 i ¥95.l80≧ ¥420∃

お取引後残高 】 釣 銭

振込受領書 ∋ ニ 笑 .一一.傾 度Bf- の膚-

普通 No,123456 /な最さ
受取人 力)△△△△△△ 様

依頼人 〇〇〇〇〇〇〇 様

連絡先 Ol9-65ー-3llー
受付番号AO3369-09270910

事業名､使途及び内容等

(〈1/＼心ノし二冗フ表敬密に頗~感受感度 援宥逼櫛 .費が者/.汐聯
../洋一藍視察調査を行った場合3原則として､実施期E3､視察場所及び相手方役琴鼓等も詑蚤覧するO

※ 2監調査委託を行った場合貰具体的に､委託調査名を明確に記載する()

按分による支出の場合の記載事項

按分の率 )

按分による政務調査費の支出額 ( 円)

経費の一部に充当支出した場合の記載事項

28
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第 3号様式

領収書等整理票 <詑敬啓覗>

≡ 季題(.ブ孝てIIjノ靴つB

喜/貯 こ二1(/_二塚 (/_つ〔つ誘

2≡≡≡ Zf.真l8∃ 磨俊彦2管腔者粛f=

愛p==f,軍膠

革窟ごつ孝て二〕,q〔二

i Zf,5;2gカツ リンだ

∃

i
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第 3号様式関係

ちようふ
領収書等整理票 (貼付台紙)

重ならないように貼付し､整理番号を記載するOまた､必要に応じて､

内容や支出目的等を補記すること｡
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第 3号様式関係

ちょうふ
領収書等整理票 (貼付台紙)<貼翻例>

重ならないように貼付し､整理番号を記載するoまた､必要に応じて､

内容や支出目的等を補記すること｡

領収書

平成 21年 5月 10日

0000 様

金 95,600円

但し､00視察経費の交通費､宿泊費として

岡山市001-1
(秩)00旅行 代表取締役 0000 ㊥

平成 21年 5月 18日

0000 様

金100,000円

但し､地域活性化事業に関する調査委託費

津山市001-5
00研究所 代表 0000 ㊥

--1一=-:､丁'チ_士5.1㌢ ∴l'∴∴･て

平成 21年5月25日

0000様

¥32,500円

但し､4月分ガソリン代として

内訳 4/○ レギュラーガソリン50リットル

4/○ レギュラーガソリン45リットル

倉敷市003-3

(秩)00給油所 代表取締役

｣好ガ夢 Z/′3 3255M 汚Xi//3-la盈ぎJi学

修 ガだよ tj.慶遷L/空腸葺の忍野i雛
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第 1号様式

途 項 目

抜当に○をする)

払年月日~支払

支払証明書

調査研究費 研修費 会議費 JTLr'二.･,.I: 1.1･l.")､′)

広報費 事務所費 事務費 人件費

≡≡

∃ ≧守

i

】≡≡ i

上記のとおt)相違ないことを証明しますO

議員名

(備考) 按分により政務調査費の支出を行った場合には､｢備考｣欄に､支払総額

及び按分の割合を記載することoまた､経費の一部を政務調査費により充当

した場合には､｢備考｣欄に､支払総額を記載すること0
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第 1号様式

支払証明書く記載例>

】(芸当≡○lfす三)萱禁 務≡;FS ;SfPS #@#5冒.,?=三?W

支払年月日支払額(円)∃支払先 使途及び内容 備 考

ii∫i

iiIF ∃

i ≡】 ≧

ld虚脚 で屠議L,ノ空虚静を忍野ダるo

｢ !∃≡≡

上記のとおり相違ないことを証明します｡

議員名 〇 〇 〇〇 ㊥

(備考) 按分により政務調査費の支出を行った場合には､｢備考｣欄に､支払総額

及び按分の割合を記載すること｡また､経費の一部を政務調査費により充当

した場合には､｢備考｣欄に､支払総額を記載すること0
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【参考様式2】

政務調査活動報告書
年月日 曜日 調査場所調査の相手方等 調査内容

冒守
?

r 喜
j f !≡≡

i≡ら ≦

∃i 芦

!∃≡ ≡≡≡【】

日 i i

......帆.ー｣ ≧
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【参考様式 2】

る静粛鹿 野!=

･r一一∴̀,_て∴l_言

政務調査活動報告書<詑戟例>

年月日 曜日 調査場所 調査の相手方等 調査r
2t.6,lG A' 虜粛妻好子だノ野好 愛郷 密 諾̀ 題意程':光二)i

桝 愛好 題意題養Z3-A 儲敬 二吋,I藩 学

mi{70.3室戸磨 皮膚腰GB粛LTフ(::)夢j=ノ洛 (::-3(/~フ蒼顔 a倉 /Yネ/妙デ43打つ〔:)Irつい一(/!oネラ-X,

ドll".7ii 顔凍腰ダブ野嘗粛線審卵≡ 勝家贋言(::〕表課長 麟凍贋frb～ijLに):trr巨

∃ ⊆ど

i ≧≧弓

】≡ ∃

L≡ i∃

』∃守
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【参利美IE3】

政務調査費業務委託契約書 (例) (収入印紙)

1 委託業務の名称

2 契約期間

平成 年 JJ lは1ら 平成 年 月 H

3 業務委託料

金 Ftl

(うち消費税及び地方消費税の額 円)

上記の委託業務について､委託者 (lfl)と受託者 (乙)は､各々の対等な立場に

おける合意に基づいて､別紙の条項によって公i皇三な委託契約を締結し､信義に従っ

て誠実にこれを履行するものとする｡

本契約の証として本Ilを2通を作成し､当事者記名押印の 卜､各自1通を保有するO

平 成 年 月 H

Ell T'iLEIIIA

氏名

乙 住所

氏名
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(総則)

第 1条 乙は､契約 翫 己戦の金額をもって､契約 翫 己蔵の契約期間内に別紙の ｢政務

,iJ.i,l査業務等仕様 書｣(以 ド｢仕様 潜｣というO)に基づ<業務 (以 卜 ｢委託業務｣と

いう｡)を履行 しなければな らないO

(委託業務の実施)

第2条 乙は､仕様 .l].-;及び甲が必柴に応 じて指示する事項を遵J守のうえ､委託業務を

実施するO

(契約内容の変更)

第3条 契約の内容を改める必要が/tこじた場合は､双方協議の し決定するo

(報告､検査及び業務の改淳)

第 4条 甲は､乙の業務について随時検査を行い､又は報篤を求め､必要があるとき

は乙と協議の L 業務の変史を求めることができるC

(委託料の支払い)

第5条 甲は､この契約により乙の行う委託業務に対し委託料を支払うO

(遵守事項)

第 6条 乙は､業務履行中に知 り得た秘密を他に漏 らしてはな らない｡

2 乙は､委託業務履行については､善良な管fFl!.者の注意をもって行わなければな ら

ない｡

3 乙は､委託業務履行について､必変に応 じて甲と協議の Hf･わなければな らないO

(第 三者の損害)

第 7条 乙は､委託業務 卜第三者に損害を及ぼしたときは､その賠償の責を負うO

(権利義務の譲渡等)

第8条 乙は､本契約により/トじた権利を第 三者に譲渡 し､若しくは担保に供 し､丈

はその委託業務を第三者に委託し､若 しくは請負わせてはな らない｡ただ し､甲が

承認 した場合はこの限 りではないO

(契約保証金)

第 9条 契約保証金は免除するO

(契約の解除)

第 10条 tPは､乙の占めに帰すべき鰍 tlにより､乙が この契約を履行 しない場合は､

この契約を解除 し､委託料の全額又は 一部を払わないことができる｡

(協議)

第 11条 この契約1引こ定めのない等妄項については必要に応 じて甲乙姶議 して定める

こととするO
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政務調査業務等仕様書

1 調査対象

2 調奄方法

3 調査内容

4 成果物

委託業務報篤tl…こ
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【参考様式/1】

雇 用 契 約 書 (例)

雇 用 期 間 年 f

就 業 場 所

仕 事 内 容

2通作成 し､双方が各1通を保管する｡

年 fJ il

雇 用 者 剛 IJ県 議 会 議 員 ㊥
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第5章 政務調査費関係法令

地方r'浦i法 .･･････････I･････.I･･･ 46

岡山タ.さ議会の政務調査費の交付に関する条例 - ･････ 47

F'yJ川棚至論皇会の政務調査費の交付に関する規程 ･- ････ 50

岡Ll用を議会の政務調査費に係る収支報告Fl',-の

閲覧に関する要綱 ･････ 53

※ 条例等の改11:.にあたって､施行日は平成21年4月1日とし､経過措置

として施行日以後に交ィ､Jされた政務調査費について適用し､EL7JHi前に交

付された政務調査費については従前の例によることとするO

45



地方自治法 (昭和 22年法律第67号)

《関係部分抜粋》

完m.Elm.:Hf mg云 志 ､政務調楓 ≧!(調査権､出頭謙一;,一及び記録の提EEll,請求､議員の派遣､政務調査費､

刊行物の送付､図洋室等)

第100条

1-13 略

14 普通地方公共団体は,条例の定めるところにより､その議会の議員の網

研究に資するため必要な経費の-一部として､その議会における会派又は議

に対し､政務調査 費を交付することができるOこの場合において､当該政

調査費の交付の対象､額及び交付の方法は､条例で定めなければならない

15 前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は､条例の定めるところ

より､当該政務調査費に係る収入及び支出の報缶.生きを議長に提HJ.するもの

する｡
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岡山県議会の政務調査費の交付に関する条例

(平成 13年紬山県条例第43芳子)

改Ir:_ 平成 14年l軌LILTTと条例第44汚

平成 20年岡山県条例第32巧

平成 21'1日剛=県条例第341[‡

(趣旨)

第1条 この条例は､地方E'1治法(昭和22年法律第67汚)第 10()条第14項及

び第 15項の規定により､岡山県議会の議員(以 ド｢議主皇｣という｡)の調査研究に

資するため必要な経費の 一部として､ 議員に対し､政務調在費を交付することに関

し必資な事項を定めるものとする｡

(交付対象)

第2条 政務調査費は､議員の職にある都 こ対し交付するO

(交付額等)

第3条 政務調在費は､月額35万111を各jlの初日に在職する議員に対し交付するC

2 月の途中において議主まの任期満 √､辞職､失職､死亡若しくは除字▲又は議会の解

散があった場合におけるこれらの事紬が/i三じたHの絹する月の政務調査費の交付に

ついては､これらの事由が/巨じなかったものとみなすO

(通知)

第4条 l洞山県議会の議長(以 ド ｢議長｣というO)は､政務調査室蟹の交付を受ける議
員について､毎年度4月5Hまでに､別に定める様式により知事に通知しなければ

ならない0

2 議長は､年度途中において､議主星の異動が/i-じたときは､速やかに別に定める様

式により知事に通知しなければならないo

(交付決定)

第5条 知事は､前条の規定による通知に係る議員について､政務調査費の交付の

決定又は変更の決定を行い､議員に通知しなければならないO

(請求及び交付)

第6条 議員は､前条の規定による通知を受けた後,梅四､円萌の最初の月の 10日(そ

の日が附III県の休Hを定める条例 (平成元年岡山県条例第2埠)第 1条第 1項に規

定する剛山県の休 日に当たるときは､その翌日)までに､別に定める様式により

当該lJLH'･一期に属する日数分の政務調査費を請求するものとするOただし､ -の

四､円現の途中において議員の任期が満(する場合には､任期満了日が属する月ま

での)J数分を請求するものとする0

2 知事は､前項の請求があったときは､速やかに政務調査室蟹を交付するものとするC

3 -の四､円明の途中において､補欠選挙により議員が当選したとき(繰 L凍石売文は

再選挙による場合を含むC)は､任期の開始の日の属するjJの翌jHその日カ川 の初

日の場合は､当川 分以降の政務調査費を当該当選議即 こ対し､交付するものとす
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る0

4 議創 ま､ -のrLL1､r･一期の途中に辞職､失職､死亡若しくは除草f又は議会の解散によ

り議員でなくなったときは､議員でなくなったFJの属する月の翌刀(その日カ用 の

初 日の場合は､当月)分以降の政務調査費を速やかに返還しなければならない｡

(使途基準)

第 7条 議員は､政務調査費を別に定める使途基準に従い使用しなければならないO

(収支報告一別

第 8条 議員は､政務調査費に係る収入及び支Etr.の報与黒 を(以 ド ｢収支報告.当･｣とい

う｡)を､様式により当該政務調査費を支給された年度の翌年度の4月3()tlまで

に議長に提出しなければならない0

2 議員が任期満 (､辞職､失職､死亡老It-しくは除名又は議会の解散により議員でな

くなった場合には､当該議を蓬であった者又はその相続人は､前項の規定にかかわら

ず､議員でなくなったlJの属する月までの収支稚tlii-斧を､様式により議員でなくな

った日の翌日から起算して3()tI以内に議長に提目しなければならない0

3 前 二項の収支報告.馴こは,当該収支報うli,蜂に記載された政務調奔費の支出 (lf'ト

当たりの金額が 1万円を超えるものに限るC)に係る領収吾等の写し (領収洋の写

しその他の議長が定める-1撒きをいうC次条において同じO)を添付しなければなら

ないo

(議長の調査)

第9条 議長は､政務調査費の適IF三な運用を期すため､前条の規定により収支報告

吾及び領収ltき･等の写し (第11条において ｢収支幸腔.AA,賢等｣という｡)が提EHほ れ

たときは､必要にJ応じ調査を行うものとするo

(返還)

第1O条 知事は､議員がその年度において交付を受けた政務調査費の総額から､議

員がその年度において行った政務調創 こよる支日日第7条に規定する使途基準に

従って行った支出をいう｡)の総額を控除して残余がある場合は､当該残余の額に

相当する額の政務調査費の返還を命ずることができる｡

(収支報'lr,潤一等の保存及び閲覧)

第 11条 議長は､第8条の規定により提lHiされた収支幸腔,浮き等を､提ttJ,すべき期間

の末日の翌日から起算して5年を経過するHまで保存しなければならないD

2 何人も､議長に対し､前項の規定により保存されている収支報鉦賢等の閲覧を請

求することができる0

3 議長は､前項の規定による請求があったときは､収支報裾壬:･･等に記載されている

情報のうち､岡山県議会itl相違公開条例 (平成 13年阿山県条例84条)第 7条の非

開/郁摘まを除き､閲覧に供するものとするC

(その他)

第 12条 この条例に定めるもののほか､政務調査費の交付に関し必要な事項は､

議長が定める｡
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附 則

この条例は､平成 13年4月1日から施行するO

附 則 (平成 14年条例第44汚)

この条例は､公布のHから施行するO

附 則 (平 成20年条例第32鞘 抄

(施行期日)

1 この条例は､公布のfJか ら施行するO

附 則 (平成 21年条例第3/tLJL)

(施行期 日)

l この条例は､平成 21年 4月IHか ら施行する｡

(経過措置)

2 この条例による改 L]ミ後の阿山県議会の政務調食費の交付に関する条例の規定は､

この条例の施行のH以後に交付される政務調査費について適用 し､r射寸前に交付さ

れた政務調査費については､なお従前の例による｡
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岡山県議会の政務調査費の交付に関する規程

(平成 13年岡山LlTと議会告示第 日 ‡)

改LE 平成 2i年議会告/六第1を‡

(趣旨)

第 1条 この規程は､阿山県議会の政務調査費の交付に関する条例 (平成 1S午榊

山県条例第43iチO以下 ｢条例｣という｡)に基づく政務調査費の交付に関 し必要

な事項を定めるものとするG

(通知)

第2条 条例第4条親1項の規定による通知は､様式第 1‡引こよるものとする0

2 条例第4条第 2項の規定による通知は､様式第 2与引こよるものとするC

(請求)

第 3条 条例第6条第 1項の規定による請求は､様式第3を封こよるものとする｡

(使途基準)

第4条 条例第7条の使途基準は､別表のとおりとするO

(議長が定める,lき類)
第 5条 条例第8条第3項の議長が定める-1ぎ類は､領1机賢の写しその他の支lLlは 証す

べきE当日f17Aであって､当該支出の相手方から徹 したものの写 し (社会慣習その他の事

情によりこれを徴 し難いときは､金融機関が作成した当該支出に係る振込みの明細

E賢の写し又は支払証明.まき-)とする0

2 前項の支払証明E射ま､議長が別に定める様式により､別表に規定する使途基準の

項uごとに作成するものとする0

3 第 1filziに規定する勘所 (支払証坤才書を除くo)の提損は､別表に規定する使途基

準の項目ごとに､議長が別に定める領収書等整雌票に貼 りィ､jけ､必要な事項を.緋試

して行 うものとするO

(収支報裾 Iを笠の写しの送付)

第6条 議長は､条例第 8条の規定により提EIHSれた条例第9条の収支報't掃 き等 (以

ド ｢収支報う黒 字等｣というO)のノ与'-Lを､様式第4㌢封こより知事に送付するものと

するO

(証拠 tfJ,灘主等の整 埋保管)

第 7条 議員は､政務調査費の麦汁f.について､会計帳簿を調整 し､その内訳を明確に

するとともに､証拠,l撒き等を整雌保管 し､これらの苦類を当該政紡調査費の収支報

肯書笠 を提出すべき期間の末日の翌Hか ら起算 して 5年を鮮過するEほ で保存 し

なければならない｡

(収支報告 iri笠のl那 蓋)

第8条 条例第11条第2項の規定による収支報告讃二等の閲覧 (以 ドこの条において

｢閲覧｣という｡)は､当該収支報缶l‡…二等を提出すべき期間の末日の翌日か ら起算

して 60日を経過した日の翌日からすることができるO
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2 閲覧は､議長が指定する場所で､執務時間朝 こしなければならないC

3 前2項に定めるもののほか､閲覧に関し必姿な鮮創ま､別に定めるG

附 則

この規程は､､丁'ITjE13年4月111から施行するC

附 則 (平成21年議会肯′六第 1与,i)

(施行期日)

i この告/轟ま､平成21年4111日から施行するO

(経過措置)

2 この'rfi,六による改】f三後の剛 IJ県議会の政務調査費の交付に関する規程の規定は､

この与上i示の施行のEf以後に交付される政務調庶費について適用し､r射1前に交付さ

れた政務調査費については､なお従前の例によるO
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別表 (第4条関係)
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岡山県議会の政務調査費に係る収支報告書筆の閲覧に関する要綱

(平成 13年岡L咽 1-議会肯′六第2汚)

改lE 平成14年議会告示第 4を子

平成 18年議会肯示第4弓L

平成 19年議会肯ノ六第2i,i

平成 21年議会肯示第 {Zを‡

(趣旨)

第 1条 この要綱は､岡山県議会の政務調査費の交付に関する規程 (平成 13年岡

山県議会肯示第 1汚｡次条において ｢夫雛tき｣というC)第8条第 2項及び第3項の

規定により､剛 LJ県議会の政務調査費の交付に関する条例 (平成 13年岡山県条例

第43fI)第 9条の収支幸腔招き等 (以 ド ｢収支報'Lt.lElを等Jという｡)の閲覧に関し必

要な事項を定めるものとするO

(閲覧場所)

第2条 規稚第8条第2項に規定する議長が指定する場所は､岡山tFTを議会議事堂内

の資料閲覧室 (以 卜 ｢閲覧室｣という｡)とするO

(閲覧時間)

第3条 閲覧時間は､′打消8時 30分から牛後 5時 15分まで (Il三牛か ら牛後 1時ま

でを除く｡)とする｡

(閲覧業務を行わないIf等)

第 4条 閲覧業務を行わない1才は､岡山県の休 日を定める条例 (平成元年岡山用iA条

例第2桔)第 1条第 11糾二規定する県の休 Hとする0

2 議長は､特に必要があると認めるときは､前項に定めるElのほか､閲覧業務の全

(閲覧方法)

第5条 閲覧者は､係員の指示に従い､閲覧室において､収支報与黒 を等を,tを架から自
路‖こ取 り出して閲覧することができるC この場合において､院】覧糾ま､閲覧終 J′後､

当該収支報省吾等を元の場所に戻さなければならないC

(閲覧者の遵守事項)

第6条 閲覧者は､次に掲げる事項を遵守しなければならないo

l 閲覧室には､カメラ､コピー機器､危険物その他これらに類するものを持ち込

まないこと｡

2) 閲覧室では､拝読､談話､飲食､喫煙等の行為をしないこと0

3 その他係員の指示に従うこと｡

(閲覧の中止又は禁止)

第7条 議長は､閲覧者がこの要綱の規定に違反 した場合は､その閲覧を中止させ､

又は禁止することができるO

附 則
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この要綱は､平成 13年7月117から施行するO

附 則 (平成 14年議会告 示 第 4きき)

この苦示は,公布の日から施行するQ

附 則 (平成 18年議会告示第4堺

この'ffi示は､平成 18年4月111から施行する｡

附 則 (平成 19年議会壬F,-一示第2埠)

この告 示は､平成 19年4月1日から施行する｡

附 則 (平成 21年議会肯示第2埠)

(施行期 日)

1 この告 示は､平成 21年4月1日から施行するC

(経過措置)

2 このデ.-,】三による改il-:後のド射し撲1-議会の政務調査費に係る収支報言t浮きの閲覧に関

する変綱の規定は､この告 J三の施行のH以後に交付される政務調査費に係る閲覧に

ついて適用 し､r利揃1-に交付された政務調査費に係る閲覧については､なお従前の

例による｡
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政務調査費の交付に関する事務処理要領

坪-ljE21年 31日62欄l定)

(t摘勺)

第 1 この要領は､岡山県議会の政務調査費の交付に関する条例 (以 ド ｢条例｣とい

う｡)に基づき交4､jされる政務調査費に関する事務処1那こついて必要な事項を定め

るものとする｡

(支払HLlE[粧馴

第 2 岡山県議会の政務調査費の交付に関する規 程 (以下 ｢規程｣というO)第5条

第2項に規定する支払証明吾は､第1㌢封叢式によるものとする｡

(領収 ,賢等整 理票)

第3 規程第5条第3項に規定する領収,賢等整frP票は､第 2馴叢式又は第 3胃様式に

よるものとする0

2 前項に規定する第 3圭子様式により領収 ,賢等を整LIlげ る場合は､第 3馴米式関係貼

付台紙に領収.賢等を添付することとするO

附 則

この[31t領は､平成 21年4月lHから施行するO
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第6章 政務調査費に係る裁判例

(政務調査費検討委員会での資料)

1 政務調査費の使途基準該当性が争点となった裁判例

政務調査費の使途基準該当性が争点となった iこな裁判例は､次のとおりです｡

(以 卜､妓判例を引用するときほ各番を封こよるO)

なお､各裁判所の判断は,各団体の条例等の定めるところに基づき､個別阜i･

体に使用された政務調査費に対するものですO加えて､政務調査費の使途基準

の該当性についても､そもそも会派や議員の裁吾郎 )幅をどの程度と捉えるか､

また､裁判における;i二誰の程度をどの程度要求するかといった点に関する判断

もその結論に影響していると思われます｡

このため､いかなる場合にもr御衣の結論となるものではありませんO(詳細は､

各裁判例をご参照くださいO)

〇 ･･･原吉の請求が棄却されたもの､● - ･使途基準違反とされたもの

① 宇都宮地方馴 棚.Tr 平成 15年 10JJl日日判決 Or那新鑑定

② 存森地方裁 判所 平成 16年 2)J24[‖判決 ●高裁確定

③ 京 都地方 裁判所 平成 16年 9月 15t津 j決 ●高裁確定

④ lll-一森地 方 裁判所 平成 16年 llJH日日叫決 ○地裁確定

⑤ 奈良地 方裁判所 平成 16年12月15日判決 ○

(議員個人が被告のため､ 二審後の経過は不明)

⑥ 名右足地方続､紬TT 平成 17年 5月26ult'-IH欠 ○地裁確定

⑦ 鮎 1-槌地方裁判所 平成 17年 5月30ntflj決 ○最高裁確定

⑧ 京 都地方 裁判所

⑨ 東京地 方践判所

⑲ 大阪地 方裁判所

⑪ i-1'森 地 方裁判所

⑫ 札幌 高等裁判所

⑮ 存森地方 裁判所

⑭ 字I-Il▲屋高等裁判所

平成 17年,･18月25lH'-lJ決 〔⊃高践確定

平成 18年 4月 14i‖叫決 ●

(議員が返還したため､6.I;裁は請求棄却)

平成 18年 7月 19r用 l決 ●f'lJ.';裁確定

平成 18年 10月 20日判決 ●最).ll.古銭確定

平成 19年 21391‡判 決 ●日1,--倖争中

平成 19年5月L25t‖叫決 ●高銭確定

平成 20年 2月4E日lj決 ●縞践確定
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2 政務調査費の使途基準 に該当 しな いとされた判例

(1)調査研究のための視察､旅行 に伴 う費用 に関するもの

･市民総合体育大会懇親会会費､中学生訪問団歓迎会費､小学校創立50周年

記念祝賀会､市内の団体の新春旗開き会軋 同団体の新年会及び各賞受賞

祝賀会費 (⑮,いずれも政務調密活動に資するとは認めがたい議員として

の交際費又は個人的な支EHEIであるとするC)

･社会奉仕団体のデトロイト大会への参加のための旅行費 (⑬､そのuEi勺か

らして明らかに個人的な旅行であるといえる 卜､その行程 (デトロイト市

内観光やナイアガラ観光､ラスベガスでの終日紬桐f動等)を見ても､単

なる観光旅行であるといわざるを得ないとするC)

･私立幼稚関の補助金の請願活動をした際の東京での宿泊費及びタクシー代

(⑱､私l:i.幼稚園の補助金の請願活動は議員の通常の活動であり､ 調食研

究活動とは認めがたいとする｡)

･展示館の開会式へのタクシー代､体育大会開会式の駐車料 (⑬､いずれも

政務調査活動に資するとは認めがたい議員としての交際費又は個人的な支

出であると認めるのが相当とする｡)

･現地調査の必酎′I三(⑫､安易に現地調査を行うのではなく､現地調査等が

本当に必要であるかどうかを厳密に検討し､文.雛モミ会など他の方法で調査

日的が達成されるならば､それによるべきであるO)

(2)研修会､研究会等 に係 る費用 に関するもの

･大学/i:Jを対象とする研修会を行った際の昼食弁当代 (③､研修会等の場で

お茶やお菓子を超えて食事を提供することまでは通常行われないものであ

り､研修会が長時間にわたるなどして食事を必要とする場合があるとして

も､その費用は本来その参加者がドい')負担すべきものというべきであり､

かかる費用負担を求めることがためらわれるのであれば､i雄三者が私費に

て負担すべきであるとするO)

･政党の全国連合内鋸自体議員E]･j全EEl会議会費 (⑪､政党活動に伴う支川と

するO)

･△△連合会の政経セミナ一会券代 (⑮､政党活動に伴う支川.であるとする｡)

(3)議員 ･会派 による会議に要する費月吊こ関す るもの

･バー ･クラブ ･スナック･パブ､屈酒屋 ･ビアガーデン､ri-S転寿[:I-川与､フ

ァミリ-レストランでの飲食代 (⑨､当該場所の性質から見て､社会通念
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L会合を行うのに適切な場所といえないとするG)

･割烹 ･会席料理などの和食店の飲食代 (⑨､当該店舗の性質や領収.如 ､ら

窺われる飲食代金に照らし､飲酒を伴っている場合が多いことが推認され､

飲酒を伴わない場合があったとしても､料fril_の代金の合計額も相当高額に

のぼっている場合が多く､調査研究又は会議の闘l/,)のために､これら店舗

で飲食する必要性及び社会通念上の相当性があったとは認めがたいとす

る｡)

･同 ･商店がほぼ毎月 一定額を品代として発行した領 収,fi.･に係る茶菓代 (⑱､

それだけでは調査研究活動に使Jlほ れたものかどうか不明であるとするO)

･酒店が議員後援会あてに発行した領収,馴こ係るジュース代又は品代名目で

の支出 (⑬､会議が後援会活動ではなく議員の調査研究活動に伴うもので

あることについての説明もされていないから､その費用を調査研究活動に

資するために必要な経費と認めることができないとするO)

(4)資料の作成に要する費用に関するもの

･後援会あての領収哀別こ係る印刷代 (⑬､調査研究活動との関係も不明であ

るから､その全額を使途基準に合致しない支川.であるものとするO)

(5)調査研究のための資料等の購入費用に関するもの

･いわゆるスポ-ツ新聞の購読料 (⑪)

･lr7-]窓会名簿購入費 (⑱､調食研究活動との関連が不明であるとされたもの)

･観取.lJ,Lの記載から映画DVD等と疑われるものの購入代金 (⑬)

･‡:_にCl⊃及びDVDを販売している店舗発行の領収E射こ係る支出 (⑱)

･△△協会の平成 16年度会員費及び剛姦会発行の新聞代 (⑱､剛姦会の会圭を

費を含んでいることや議員の職業が農業であることに照らせば､個人的な

支出であると認めるのが相当とする｡)

･｢コドモハダギ｣｢コドモタイツ｣｢児蔽書｣と記された領収掛 こ係る支出 (⑬)

(6)調査研究活動や政策の広報活動のための費用に関するもの

･年間合計24万 5円lJのガソリン代 (②､証拠によれば､当該市議会議員が

1ケ)J当たり16()0ないし1700キロメ- トル程度を['l動車で走行していた

ことになるが､当該議員が広報活動を行っていた地域は i三として住屈のあ

る地域内であり､市の中心部に赴いての広報活動を含めて考慮しても､広

報活動に走行した距離はごくわずかであり､大部分は私的なtは勺のために

自動rlEを使用したと考えられるが､当該議員が広紬 右動を行うためにぎ▲l動
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ElfIを使用した部分について特定して報告しないことから､全体を使途基準

に合致しないとしたもの)

･名刺代 (⑪､議をほ しての通常の活動を超えた調査研究活動のために必変

な経費であるとは考えがたいから､全額を使途基準に合致しないとしたも

の)

(7)議員の事務所に係る費用に関するもの

･後援会事務所と政務調斜 吉敷のための事務所を兼ねている場合の賃借料 (⑪､

2分の 1を政務調査活動に資するために必資な費用とし､その以外の2分

の 1を使途基準に合致しない支出であるとするO)

･所在地が不明な事務所の賃借料 (⑪､事跡 軒の所在を明らかにせず､領収

E蜂も存在しない L 選挙事務所が軒宅とされていることから､鉦宅を事務

所として名E摘勺に賃借料を計 Lしているとの疑いから､使途抵準に合致し

ない支lIHであるとするC)

(8)事務用品の購入や通信費用等に関するもの

･t'寸動車税､車検代及び保険料 (③､車両の維持管埋等にあたって必要とな

る費用にすぎず､その廟I句が,洞発研究活動の手段として使月ほ れるもので

あるとしても､廟Ll弓の維持管理が調食研究活動そのものに伴う事務という

ことはできないとする｡)

･パソコンリ-ス代 (⑱､個人的使用分を2分の 1､政務調査活動を4分の 1､

それ以外の活動を4分の 1とみて､4分の 1を政務調査活動に資する費用

であったとするD)

･携帯電話の通話料金 (⑱､携帯電話をあえて調査研究活動に使用する必要

性は乏しく､政務 .弼翻弄軌に資する費用ではないとするC)

･パソコンの購入費 (⑲､.淵凌研究活動のために通常複数台のパソコンが必

要であるとは匿ちに認めがたいとされたもの)

(9)調査研究活動を補助するものの人件費に関するもの

･アルバイト名目での掛 二対する支出 (⑱､.渦査研究活動との関連が不明で

あるとされたもの)

(ユ0)額収書等証拠書類に関すること

･領収tlを又は甜 粥のない支出､雑誌名や種類が不明(の領収,埠)､領収,1をの紛失､
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支川の経緯が不明(の高速 ･有料道路料金)､何に使われたのかが不明(な領

収一壬を)(⑪､調査研究活動との関連が不明で使途基準に合致 しないとする｡)

･領収.埠の作成者の住所がなく､事後的な検証が困難な領収 rlil(⑱)

3 使途や金額の立証に関すること

･資料を提損せず､補足説明も行わない場合には､社会通念 【二政務調査費で

あろうと推認されるような支川を除き､IE当な支出であるとは認められな

いとする｡(⑪)

･領収書などの提出命令に従わないことを＼景正妨害と認定 し､過料の支払い

を命じる｡(⑭)

当資料は､地方E'l治制度研究会発行 ｢地方自治 No.721｣中の ｢地方議員の

政務調査費について (総務省F′l治行政JHTJ行政課課長補佐 渡追 史朗)｣より抜粋

したものに､ 一部追加 しています｡
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政務調査費マニュアルの改11三等について

･政務.調査費マニュアルの作成に当たっては､議会運営委員会から諮問を受け
た政務調査費検討委至を会で､検討が行われた C 検tを､jの結果､平成 2]年2jl

17日に､議会運営委員会に答申され､r承されたものであるC

･この政務調査費マニュアルについて､疑義が/トじたり､改Il:_の必ill･がJIJ.た場

合には､議会運営委員会で協議することとされた｡

(平成 21年27才17日 議会運営委員会)

1 改ll三

･PIO｢事務費 ｣の ｢物品の購入｣に係る使途娃準 (､勘戊21年 6月2日 議11壁:･

可

政務調査活動に匪接必変な備品 ･消耗品は､購入することができ

高額な備品 (取得価格 10万llJ以 1二)の購入は対象外とするが､ハ

コン､印刷機､FAXはll摘巨とするO

※自動車の購入は認められない｡｢調査研究費｣
mlSjを参照 巨

政務 調査活動に匿接必要な備品 ･消耗品は､購入することができるO

高額な備品 (取得価格 10万rlJ以 l二)の購入は対象外とするが､パソ

コン､仁閥 l機､FAX等で政務調査活動にあり三年毒に有用な備品はn摘巨

とする｡

※f′才動奉の購入は認められないO｢調査研究費｣欄を参照二r/'J.Ill.I

2 疑義の確認

･収 支報告1馴こ添付する領収 書等の金額の考え方(平成 21年5月18日 議運)

1件､-J'lた りの金額が 1万円を超える領収E‡ぎ等の写 しの添付が義務づけ られ

ているが､その支払いにおいて､按分や 一部充当する場合は､政務調食費か

らの支iLi額 (按分後の額又は ･部充当する額)において ljjlliを超えるもの

が添付の束j象となるC
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